
令和６年度東近江市指定居宅介護支援事業所集団指導次第

1 令和６年度介護保険サービス事業者指導監査について ・・・資料１

２ 適正化事業について ・・・資料2

３ 特定事業所集中減算について ・・・資料3

4 短期入所サービス長期利用について ・・・資料4

５ 介護サービス事業者の経営情報の報告・公表ついて ・・・資料５

６ 電子申請・届出システムについて ・・・資料６

７ ケアプランデータ連携システムについて ・・・資料７

８ 介護相談員について ・・・資料８

９ 事務連絡等 ・・・資料９

・この指導においての資料は令和7年3月1日時点のものになります。

・厚生労働省の通知等に基づき、今後変更する場合がありますので御了承ください。

・本指導後に集団指導を受けていただいた報告をお願いします。報告方法等については資料９において案内します。

令和７年３月19日（水）
午前１0時から午前11時３0分まで



令和６年度介護保険サービス
事業者指導監査について

資料1
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【指導の目的】

サービスの質の確保及び保険給
付の適正化を図ることを目的に、
介護サービス事業者に対し、対象
サービスの取扱い、介護報酬の請
求等に関する事項について周知徹
底させることを方針として実施し
ます。

1 指導・監査について

出典：厚生労働省老健局総務課介護保険指導室、介護保険施設等運営指導マニュアル 令和6年7月改訂、P6

令和6年度東近江市集団指導資料（居宅）【資料1】 2



【監査の趣旨】

サービスの質の確保及び保険給付
の適正化を図ることを目的とし、基
準に従っていない状況が著しい場合、
介護報酬の不正請求がある場合、不
正手段により指定を受けている場合、
高齢者虐待等により利用者の生命又
は身体の安全に危害を及ぼしている
場合などには、事実関係を的確に把
握し、公正かつ適切な措置を取るこ
とを主眼に実施します。

出典：厚生労働省老健局総務課介護保険指導室、介護保険施設等運営指導マニュアル 令和6年7月改訂、P2
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【運営指導の流れ】
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【確認内容】

〇介護サービスの実施状況（サービスの質に関する確認）
・利用者に対するサービス提供状況確認
・施設設備の確認

〇最低基準等運営体制（サービスの質を確保する体制に関する確認）
基準等に規定する運営体制の確認

〇報酬請求（報酬請求に関する確認）
加算等の介護報酬請求の適正実施の確認

【運営指導の実施頻度】

〇原則として、６年（指定又は許可の有効期間内）に１回以上

〇新規指定１年後

〇利用者の生活の場である居住系・施設系サービス（グループホーム、地域密着型特別護老人ホーム）
は、３年に１回以上
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【指導の種類】

文書指摘

法令、基準、通知、告示、条例、規則等に規定した事
項に違反している場合、改善のための必要な措置をとる
べき旨を文書により指導。

期限内（通知後１月以内）に改善状況について報告が
必要。

口頭指摘

法令、基準、通知、告示、条例、規則等に規定した事
項に違反しているが、その程度が軽微である場合、文書
指導を行わなくても改善が見込まれる場合に口頭により
指導。

助言
法令、基準、通知、告示、条例、規則等に規定した事

項に違反していないが、今後も違反のないよう、適正な
運営に資するものと考える事項について助言を行う。
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２ 令和６年度運営指導実施状況及び指摘事項

サービス種別 件数

地域密着型通所介護 ２

認知症対応型通所介護 ２

認知症対応型共同生活介護 ２

小規模多機能型居宅介護 ３

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ３

居宅介護支援 ４

介護予防支援 １

【運営指導実施状況】
令和７年２月28日現在
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【指導内容】 サービス共通

(1) 内容及び手続の説明及び同意

・重要事項説明書には、運営規程の概要、従業員の勤務体制、秘密の保持、事故発生時の対応、苦情処理
の体制等、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した評価機関の名称、評価結果
の開示状況）等利用者がサービスを選択するために必要な事項を記載すること。

・通常地域の実施地域、従業員の員数、営業時間等は実態と合わせること。

・利用料等についての記載を改めること。（加算料金の内容及び金額が誤っている、存在しない加算が記
入されている、徴収していない料金が記載されている等）

・サービスの内容及び利用について、利用申込者の同意を得ること。

(2) 運営規程

・重要事項説明書や契約書、パンフレット等において記載している内容を一致させること。

・実態に合った従業員の員数、営業日等を記載すること。

・利用料、その他の費用は具体的な金額を記載すること。
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【指導内容】 サービス共通
(3) 勤務体制の確保等

・従業者の勤務体制（勤務時間、常勤・非常勤の別、専門職員の配置、兼務状況等）及び勤務実態を明確
にすること。※役員であっても、従業者として勤務している場合は勤務実態の記録が必要。

・勤務延時間数に算入することが出来る時間数は、事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数
を上限とすることから、勤務表に残業時間を含んだ勤務時間数を記入しないこと。

・サービス提供時間内に研修を開催、受講する場合は人員配置を考慮すること。

・従業者の資質の向上を図るための研修を受講できていない職員にも、研修の機会を別で設けたり周知す
る等の対応を行うこと。また、研修を受講した際は、誰がいつ受講したのか記録を残すこと。

・職場におけるハラスメントの防止のための方針を明確化にし、従業者に周知・啓発を行うこと。また、
相談等の対応をするために必要な体制を整備すること。
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【指導内容】 サービス共通

(4) 業務継続計画（感染症、災害）の策定、衛生管理（感染症の予防及びまん延防止のための措置）

・計画及び指針の記載内容が不十分（必要な項目の記載がない、事業所とは別のサービス種類の内容が
記載している）。

・研修及び訓練が必要回数実施されていない。

・平時からの取組が計画されているが、実施されていない。

(5) 虐待の防止、身体的拘束等の適正化

・指針の内容が不十分。

・委員会の検討内容が不十分であり、記録がない。

・委員会、研修が必要回数実施されていない。
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【指導内容】 サービス共通

(6) サービス計画の作成

・サービスの計画の内容について、利用者又は家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。

・利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の
把握をし、アセスメントシートを作成した上で、サービス計画の作成を行うこと。

(7) 秘密保持

・利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を
得ること。

・個人情報に関する書類やパソコンは、利用者等に見られないように厳重に管理すること。

(8) 利用料の受領

・介護サービス提供に係る領収書を郵送で交付する際の費用（送料・手数料等）は介護サービス費に含ま
れるため、事業所が負担すること。
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【指導内容】 サービス共通

(9) 介護報酬の算定

・加算要件を満たさなくなった場合は、速やかに変更届を提出すること。

・加算算定の根拠となる研修や会議開催等の記録を残すこと。

(10) 広告

・運営規程等の変更があれば、ホームページに掲載している内容も併せて更新すること。
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【指導内容】 地域密着型サービス（共通）

(1) 勤務体制の確保

・医療・福祉関係の資格を有さない従業員には、認知症介護基礎研修を受講させること。

(2) 非常災害対策

・避難訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう運営推進会議を活用し連携に努めること。

(3) 代表者

・認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の事業所代表者は認知症対応型サービ
ス事業開設者研修を修了すること。

(4)サービス提供の記録

・サービス提供の記録については、提供日、提供した具体的なサービスの内容等必要な事項を記載すること。

(5)利用料の受領

・嚥下困難な利用者等、利用者の特性に応じた調理の手間（ペースト食等）は介護サービスの一環であるため、利用者
負担に差を設けないこと。
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【指導内容】 地域密着型通所介護

(1) 介護報酬について

・理美容サービスは、通所サービスと明確に区分されるサービスであるため、通所サービスの提供時間に
は含めない。通所サービスの提供時間から理美容サービスに要した時間を控除した上で、介護報酬の請求
を行うこと。

・個別機能訓練は、機能訓練指導員が直接行う必要があるため機能訓練指導員が不在の日は算定しないこ
と。

・個別機能訓練を開始した後は、個別機能訓練の効果等について評価を行い記録すること。また、３箇月
ごとに１回以上利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（起居動作、ＡＤＬ、ＩＡＤＬ等の状

況）を確認し記録に残すこと。
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(1) 介護報酬について

・サービス提供体制強化加算について、算定の根拠となる研修や会議開催の記録を残すこと。

【指導内容】 小規模多機能型居宅介護

【指導内容】 認知症対応型共同生活介護

(1) 利用料の受領

・入居者が利用している福祉用具の費用は、入居者の心身の状況のアセスメントにより必要と判断した場
合は、介護サービスの一環として事業所が負担すること。ただし、福祉用具が必要ないと判断した場合又
は入居者の希望により使用する場合は、利用者等と費用負担について協議すること。
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【指導内容】 地域密着型老人福祉施設入所者生活介護

(1) 栄養管理

・施設入所時に入居者の栄養状態を把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支援専門員その
他の職種の者が共同して、入所者ごとの栄養ケア計画を作成し、定期的に評価を行い、必要に応じて計画
を見直すこと。

(2) 利用料の受領

・日常生活で必要となる介護用品（車椅子等）は介護報酬に含まれているため、事業所が負担すること。
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【指導内容】 居宅介護支援

(1) 介護報酬について

・事業所の所在する建物と同一敷地内建物等に居住する利用者に対して、居宅介護支援を行った場合は減
算すること。（※同一敷地内建物等とは、具体的に一体的な建築物として、当該建物の１階部分に指定居
宅介護支援事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣
接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合など
が該当するものである。）
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サービス種類 計画 研修 訓練

業務継続計画 地域密着型通所介護 〇 年1回以上
新規採用時

年1回以上

認知症対応型通所介護 〇 年1回以上
新規採用時

年1回以上

小規模多機能型居宅介護 〇 年1回以上
新規採用時

年1回以上

認知症対応型共同生活介護 〇 年2回以上
新規採用時

年2回以上

地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護

〇 年2回以上
新規採用時

年2回以上

居宅介護支援 〇 年1回以上
新規採用時

年1回以上

介護予防支援 〇 年1回以上
新規採用時

年1回以上

3 委員会、研修等について

〇業務継続計画には、以下の項目等を記載。
【感染症に係る業務継続計画】

(1) 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の
実施、備蓄品の確保等）

(2) 初動対応
(3) 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対

応、関係者との情報共有等）

【災害に係る業務継続計画】
(1) 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフ

ラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等）
(2) 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等）
(3) 他施設及び地域との連携

※項目については実態に応じて設定すること。感染症及び災害の業務継
続計画を一体的に策定することを妨げるものではない。また、感染症に
係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん延の防止のための指針に
ついては、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一
体的に策定することとして差し支えない。

〇研修の内容
・感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有する。
・平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。

〇訓練（シミュレーション）
・感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に

実践するケアの演習等を実施する。（机上を含めその実施手法は問わない）

※感染症の業務継続計画に係る研修及び訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練と一体的に実施することも差し支えない。
また、災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一体的に実施することも差し支えない。

【業務継続計画】
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サービス種類 委員会 指針 研修 訓練

・感染症及びまん延防止のための対策

・感染症及び食中毒の予防及びまん延
防止のための対策

地域密着型通所介護 6月に1回以上 〇 年1回以上
新規採用時

年1回以上

認知症対応型通所介護 6月に1回以上 〇 年1回以上
新規採用時

年1回以上

小規模多機能型居宅介護 6月に1回以上 〇 年1回以上
新規採用時

年1回以上

認知症対応型共同生活介護 6月に1回以上 〇 年2回以上
新規採用時

年2回以上

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 3月に1回以上 〇 年2回以上
新規採用時

年2回以上

居宅介護支援 6月に1回以上 〇 年1回以上
新規採用時

年1回以上

介護予防支援 6月に1回以上 〇 年1回以上
新規採用時

年1回以上

〇感染症及びまん延防止のための対策を検討する委員会
・感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種により構成することが望ましい。
・居宅介護支援事業所の従業者が１名である場合は、指針を整備することで、委員会を開催しないことも差し支えない。この場合にあっては、指針の整備について、

外部の感染管理等の専門家等と積極的に連携することが望ましい。

〇指針の内容
(1) 平常時の対策：事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（手洗い、標準的な予防策）等。
(2) 発生時の対応：発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等。
(3) 発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要である。

〇研修及び訓練
・研修内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。
・訓練は、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした

上でのケアの演習等を実施するものとする。（机上を含めその実施手法は問わない）

【衛生管理】
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サービス種類 委員会 指針 研修 備考

身体拘束等の適正化 地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護（短期利用）★

小規模多機能型居宅介護★
小規模多機能型居宅介護(短期利用型）★

3月に1回 〇 年2回以上
新規採用時

令和7年4月1日から義務化

認知症対応型共同生活介護 3月に1回 〇 年2回以上
新規採用時

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 3月に1回 〇 年2回以上
新規採用時

居宅介護支援

介護予防支援

〇身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会で検討する内容
(1) 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
(2) 介護職員その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、(1)の様式に従い、身体的拘束等について報告すること。
(3) 身体的拘束等適正化検討委員会において、(2)により報告された事例を集計し、分析すること。
(4) 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
(5) 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
(6) 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

〇指針の内容
(1) 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方。
(2) 身体的拘束等適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項。
(3) 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針。
(4) 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針。
(5) 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針。
(6) 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針。
(7) その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針。

〇研修の内容
・身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、事業所における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとする。

【身体拘束等の適正化】

★は、令和7年4月1日
以降の算定届の提出が
必要です！！
未提出は減算になりま
す！！

全サービス共通
・緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行ってはならない。
・やむを得ず行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を具体的に記
録する。

・記録は５年間保存する。
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サービス種類 委員会 指針 研修 担当者

虐待の防止 地域密着型通所介護 定期的 〇 年1回以上
新規採用時

〇

認知症対応型通所介護 定期的 〇 年1回以上
新規採用時

〇

小規模多機能型居宅介護 定期的 〇 年1回以上
新規採用時

〇

認知症対応型共同生活介護 定期的 〇 年2回以上
新規採用時

〇

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

定期的 〇 年2回以上
新規採用時

〇

居宅介護支援 定期的 〇 年1回以上
新規採用時

〇

介護予防支援 定期的 〇 年1回以上
新規採用時

〇

〇指針の内容
(1) 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
(2) 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
(3) 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
(4) 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(5) 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
(6) 成年後見制度の利用支援に関する事項
(7) 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(8) 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
(9)その他虐待の防止の推進のために必要な事項

〇研修の内容
・虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。

【虐待の防止】

〇虐待の防止のための対策を検討する委員会で検討する内容
(1) 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること。
(2) 虐待の防止のための指針の整備に関すること。
(3) 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること。
(4) 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関
すること。
(5) 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速
かつ適切に行われるための方法に関すること。
(6) 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られ
る再発の確実な防止策に関すること。
(7) 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評
価に関すること。
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サービス種類 計画 訓練 防火管理者
（消防法第8条）

非常災害対策 地域密着型通所介護 〇 定期的

認知症対応型通所介護 〇 定期的

小規模多機能型居宅介護 〇 定期的

認知症対応型共同生活介護 〇 定期的

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 〇 定期的

〇計画
消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成。

〇訓練
・消防法の規定によって防火管理者の選任が義務付けられている事業所は、年2回以上避難訓練を実施すること。また、防火管理者の選任が必要でない

事業所は、少なくとも年1回は実施すること。
・混乱が想定される状況（夜間）にも対応できるよう、訓練を実施すること。
・避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めること。

消防法の規定によっ
て防火管理者を選任
する。また、選任が
必要でない事業所に
おいても責任者を置
く必要がある。

【非常災害対策】
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サービス種類 委員会 指針 研修 担当者

事故発生時の対応 地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定期的 〇 年2回以上
新規採用時

〇

居宅介護支援

介護予防支援

〇事故発生時の対応（全サービス対象）
・事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ事業者が定めておくことが望ましい。
・市、利用者の家族、利用者に係る事業者等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処
置について記録すること。
・事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。
・賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

〇指針の内容
(1) 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方
(2) 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項
(3) 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針
(4) 施設内で発生した介護事故、介護事故には至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと介護事故に

結びつく可能性が高いもの（以下「介護事故等」という。）の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
(5) 介護事故等発生時の対応に関する基本方針
(6) 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
(7) その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針

〇研修について
・事故発生防止の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、事業所における指針に基づき、安全管理の徹底を行うものとする。

【事故発生時の対応】
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サービス種類 委員会

生産性の向上
(令和9年3月31日までは努力義務)

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護 定期的

認知症対応型共同生活介護 定期的

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定期的

居宅介護支援

介護予防支援

〇委員会の開催
・介護現場の生産性向上の取組を促進する観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた
必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するた
めの委員会を行うこと。

【利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策検討するための委員会の設備】
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【ホームページ掲載について】 サービス共通

・全ての事業所が対象。令和7年4月から義務化される。
・以下にあげる事業所については、介護サービス情報制度における報告義務の対象でないためウェブサイトへの掲載は努力義務となる。

①年間のサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である。
②災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある。
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適正化事業について

資料２
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適正化事業について

●ビデオ会議型ケアプラン点検
〇ビデオ会議型ケアプラン点検は、介護支援専門員と点検者（外部講師）が相互確認しな
がらケアマネジメントプロセスから基本的な書き方について点検を実施するものです。
【令和６年度実施状況】
・１回⽬ 令和６年９⽉４⽇
・２回⽬ 令和６年11⽉29⽇（１回⽬の振返り）
対象事業所︓６事業所（居宅、介護予防︓５事業所、⼩多機︓１事業所）
※２プランずつ点検。
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適正化事業について

●ヒアリングシート
〇国保連合会提供情報や専⽤システムを元に各種条件（以下例）に該当する計画を選定
し、介護支援専門員がヒアリングシートへの回答及び添付資料の提出を⾏う方法により実施し
ています。
例） 算定条件に合わない給付、訪問介護の過剰な給付、限度額利⽤率100％超過、等。
〇令和６年８⽉実施 91件
〇令和７年２⽉実施 69件
主なヒアリング結果内容を別添資料にまとめておりますので、内容を御確認ください。
●実地指導時のケアプラン点検
実地指導時に、担当介護支援専門員の計画を選定し、ケアプラン点検を⾏っています。
【令和６年度実施状況】
〇居宅介護支援事業所︓４件
〇介護予防支援事業所︓２件
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適正化事業について

●ケアマネジメント研修会
計画作成の基礎や考え方、プロセス等を学んでいただく研修会を実施しています。
〇１回⽬ 令和６年６⽉11⽇実施（オンライン型研修）

対象︓居宅介護（予防）支援事業所、通所介護事業所
テーマ︓「居宅サービス計画と通所介護計画の相互理解と⽬標達成に向けた連携」

〇２回⽬ 令和６年10⽉22⽇実施（オンライン型研修）
対象︓居宅介護（予防）支援事業所
テーマ︓「令和６年度報酬改定について」

〇３回⽬ 令和６年12⽉12⽇実施（集合型研修）
対象︓居宅介護（予防）支援事業所
テーマ︓「福祉⽤具の選択制について考える」
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適正化事業について

◎ケアマネジメント時の注意
●福祉用具貸与の設置場所について
〇⾃宅の敷地内に職場や寺があり、それらの場所及び通路へ仕事のための移動に⼿すり等の
福祉⽤具を設置することは介護保険の適⽤外となるため注意してください。
それらの場所を介さないとトイレへ向かうことができない等の特段の事情がない限り、⽇常生活に
必要なこと以外での福祉⽤具の設置は介護の必要がないとみなされます。
〇適⽤外となる例︓住居と店舗間にある段差改修のために⼿すりを置く。

●福祉用具の移動に利用される複数利用について
〇転倒予防で四点杖・歩⾏器・⾞椅⼦を同時に貸与されている場合、利⽤者はどのように移
動しているのか分かりません。それぞれの貸与が必要だと分かるようにケアプランに位置付けてくだ
さい。
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適正化事業について

●緊急時訪問介護加算について
〇利⽤者やその家族からの要請により、訪問介護事業所のサービス提供責任者と介護支援専門員が
連携し、介護支援専門員が必要と認めた居宅サービス計画外の⾝体介護を訪問介護員が⾏った場合
には、１回につき100単位を加算する。
〇ケアプランに位置付けられている場合は、頻度がどの程度であって（「適宜」、「必要時」等）
も、ある程度想定されることであるため算定不可と考えます。（県確認済）算定される際は御
注意ください。
⇒令和５年10⽉ケアマネジメント研修会の参加訪問介護事業所へはメールで周知済。
〇算定できないケース
利⽤者の状況から夜間に排泄介助の必要性が想定されるが、時間、回数が定まっていないため、居宅
サービス計画への位置付けを⼀切⾏っていません。この利⽤者から度々依頼があり、訪問するたびに毎
回加算を⾏っています。 ⇒ 排泄介助の必要性が当初から認められるのであれば、居宅サービス計画
に位置づけを⾏うべきです。サービス提供の必要性が想定されているにもかかわらず、居宅サービス計画
に位置付けず、加算を算定することは不適切です。また、本事例ではサービス提供が度々⾏われ、「緊
急」とも判断できず、加算の算定はできません。
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特定事業所集中減算について

資料３
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特定事業所集中減算について

●特定事業所集中減算とは︖
〇毎年度２回、判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福
祉⽤具貸与又は地域密着型通所介護のそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を
位置づけた居宅サービス計画の割合が80％を超えた場合であって、正当な理由がない場合は、
当該居宅介護支援事業所が実施する減算適⽤期間の居宅介護支援の全てについて、１⽉
につき200単位/件が所定単位数から減算が適⽤される。

根拠︓指定居宅サービスに要する費⽤の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に
要する費⽤の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年⽼
企第36号）
指定居宅介護支援に要する費⽤の額の算定に関する基準（平成12年２⽉10⽇厚生省第
20号）
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特定事業所集中減算について

●判定期間と減算適用期間
判定期間 減算適用期間

前期 ３⽉１⽇〜８⽉末⽇ 10⽉１⽇〜３⽉31⽇

後期 ９⽉１⽇〜２⽉末⽇ ４⽉１⽇〜９⽉30⽇

●判定方法
判定期間に作成された居宅サービス計画について、訪問介護サービス等のそれぞれ
のサービスにおいて、最も多く居宅サービス計画に位置付けられている法⼈を「紹
介率最⾼法⼈」といい、紹介率最⾼法⼈を位置づけた居宅サービス計画の割合が以
下の計算式で80％を超えた場合に、減算が適用される。
（計算式）
当該サービスに係る紹介率最⾼法⼈の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数
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特定事業所集中減算について

●居宅介護⽀援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について
令和６年８⽉13⽇に厚生労働省⽼健局認知症施策地域介護推進課より通知があった標
題の件について改めて通知させていただきます。

●特定事業所集中減算の適用を誤っていた事態
会計検査院が⾏った実地検査の結果、19市区等の26事業所において、特定事業所集中減
算の適⽤を誤っていた事態が⾒受けられました。
具体的には、当該事業所において特定事業所集中減算の適⽤に係る割合の計算にあたり、
①訪問介護サービス等の計画数を過⼤に集計したり、②訪問介護サービス等に係る紹介率最
⾼法人の居宅サービス計画数を過⼩に集計したりして、特定事業所集中減算の適⽤に係る
割合が80％を超えなかったことから、特定事業所集中減算を適⽤していなかったことによるもの
とみられています。
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特定事業所集中減算について

●市ホームページ掲載の記⼊例

〇報告様式、記⼊例等につ
いては、市ホームページに掲
載したものを御確認ください。
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短期入所サービス長期利用について

資料４
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短期⼊所サービス⻑期利用について

〇概要
短期⼊所サービスは、利⽤者の⾃⽴した⽇常生活維持のために利⽤されるものであり、介護

支援専門員は、短期⼊所サービスを位置付ける居宅サービス計画の作成に当たって、利⽤者
にとってこれらの居宅サービスが在宅生活の維持につながるように⼗分留意しなければなりません。
「指定居宅介護支援等の事業所の人員及び運営に関する基準」第21条の規定による「利

⽤者の心⾝の状況等を勘案して特に必要と認められる場合」に該当するかの判断のため、地域
包括支援センターへ事前に相談を⾏ってください。
また、⻑期利用が確実に⾒込まれる方についてはその事実が判明した時点で事前相談と短

期⼊所サービス⻑期利⽤承認届出書の提出を地域包括支援センターにお願いします。
その上で短期⼊所以外の他のサービス利⽤で対応できないか等、プランの内容の検討を⾏っ

てください。
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短期⼊所サービス⻑期利用について

●事前相談

〇提出時には既に短期⼊所を⻑
期で利⽤されており、事後報告と
なっている申請があります。

※突発的な利用でない限りは、
まずは地域包括支援センターまで
事前相談をお願いします。

添付画像
東近江市ホームページ掲載 令和6年度東近江市集団指導資料（居宅）【資料４】

3



短期⼊所サービス⻑期利用について

●対象となる方
①介護支援専門員が課題分析（アセスメント）を⾏った結果、１箇⽉の短期⼊所利⽤が15
⽇を恒常的に超える可能性があるもの（⽬安として連続３箇⽉以上の計画がされるもの）

②認定期間の半数を超える利⽤（※）になると⾒込まれるもの
※認定期間が２年以上の場合は、１年を超える利⽤
上記①の⼀時的な理由である場合でも、認定期間の半数を超える利⽤となる場合は御提出く
ださい。

③「①」の事前相談により承認された期間以降も、利⽤が必要となるもの
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短期⼊所サービス⻑期利用について

●事前相談必要書類の提出不要となる⼀時的な利用の例
• 虐待等により地域包括支援センターに相談した結果、緊急対応での利用となった場合
• 短期⼊所利⽤先施設において、感染症等の影響により帰宅困難なため⽉15⽇以上の利

⽤となる場合
※上記例であっても、その後、恒常的に⽉15⽇以上の利用の可能性が出てきた場合、その時
点で相談対象となります。対象案件か迷われる場合は、まず地域包括支援センターに御相談く
ださい。
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介護サービス事業者の経営情報の
報告・公表ついて

資料5
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●介護サービス事業者の経営情報の報告・公表ついて

〇経営情報の報告・公表のための新たな制度

令和6年度から、経営情報の報告・公表のための新たな２つの制度が開始（見直し）されています。
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介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等に関する制度 介護サービス情報公表制度【見直し】

概要

介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取
りまく様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新た
に、介護サービス事業者の経営情報のデータベースを整備。令和
７年１月から運用開始されている。

利用者の介護サービス事業者の選択に役立つよう、事業者に
介護サービス情報の報告を求めるもの。
介護経営の健全性等の情報を提供することを目的とし、今回
見直し。

主な報告事項 収益・費用の内容、職員の職種別人数、職種別給与（任意）など

基本情報及び運営情報
【新たな報告事項】
財務状況のわかる書類（賃借対照表、損益計算書、キャッシュ
フロー計算書など）、職員の一人当たりの賃金（任意）

対象
原則としてすべての介護サービス事業者
（対象外となる事業者あり）

原則としてすべての介護サービス事業者
（都道府県が定めるサービス事業者、対象外となる事業者あ
り）

報告の単位

原則介護サービス事業所・施設単位で行う。
※事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などやむを
得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支
えない。

原則介護サービス事業所・施設単位で行う。
※事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などやむ
を得ない場合については、法人単位で報告することとしても
差し支えない。



●介護サービス事業者の経営情報の報告・公表ついて

〇経営情報の報告・公表のための新たな制度
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介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等に関する制度 介護サービス情報公表制度【見直し】

報告方法
介護サービス事業者から都道府県知事へ厚生労働省において運
営するシステム（介護保険事業経営情報データベータシステム）に
より行う。

介護サービス事業者から都道府県知事へ介護サービス情報公
表システムにより行う。

報告期限
毎会計年度終了後３箇月以内
※令和６年度は令和７年３月まで

毎年度都道府県が定める期限まで

公表

厚生労働大臣が各都道府県の区域内に所在する事業者の情報を
毎年度分析し、属性等に応じてグルーピングして公表。
都道府県知事は、活動の状況等について、報告された情報により
分析し、その内容を公表。
※個人や法人を特定できる形で公表されることはない。

都道府県によりインターネットを通じて公表（滋賀県）

その他 報告に当たっては、GビズIDアカウントが必要となる。



●介護サービス事業者の経営情報の報告・公表ついて

【介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等に関する制度にかかる関連法令】

●介護保険法第115条の44の２

第２項 介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しな

ければならない。

第6項 都道府県知事は、介護サービス事業者が第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告

を行い、又はその報告の内容を是正することを命ずることができる

第9項 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第6項の規

定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事

業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村

長に通知しなければならない

●介護保険法施行規則第140条の62の２の4

法第115条の44の2第2項の規定による報告は、電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措

置を講ずる方法その他適切な方法により、毎会計年度終了後三月以内に行わなければならない。
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●介護サービス事業者の経営情報の報告・公表ついて
〇介護サービス事業者経営情報の報告期限

報告は、毎会計年度終了後、3月以内に行うものとされている。令和６年度内に実施されるべき報告（令和６年３月31日から同

年12月31日までに会計年度が終了する報告）に限り、報告期限が令和６年度末までとされている。
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令和５年度末（R6.3.31）で会計年度が終了している事業者も令和6年度
末報告対象となる

出典：厚生労働省通知「介護保険法第115 条の44 の２の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」（令和6年8月2日）

令和6年度末（R7.3.31）で会計年度が終了した報告は３月以内（令和７年
６月末）までに報告が必要



●介護サービス事業者の経営情報の報告・公表ついて
【参考】

〇厚生労働省ホームページ【介護サービス事業者経営情報データベースシステム】

https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

〇厚生労働省通知【介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制

度に係る実施上の留意事項について】（令和6年８月2日）

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001402326.pdf

〇厚生労働省ホームページ【介護サービス情報の公表制度】

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-kouhyou.html

〇厚生労働省通知【「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について」】（令和6年１０月18日）

https://www.mhlw.go.jp/content/001318446.pdf
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電子申請・届出システムについて

資料6
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●電子申請・届出システムについて

• 厚生労働省は、介護サービスに係る指定申請や変更届出等について、所要の手続きを簡易
に行えるよう、「電子申請・届出システム」の運用を開始しました。

• また、令和５年３月31日に公布された介護保険法施行規則（令和５年厚生労働省令第46号）
により、令和６年４月１日から指定申請や変更の届出等は原則電子申請・届出システムを使用
することとされました。

• 電子申請・届出システムでは、様式や付表などがウェブで入力でき、添付資料も一緒に提出
することが出来るため、介護従業者の指定申請等に係る業務負担が軽減されることが期待
されます。

• 昨年度の集団指導時に通知いたしましたが、本市においても、今年度から電子申請・届出シ
ステムでの受付を開始していますので、事業所の指定申請等について御活用ください。
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〇システムでできること

• 介護事業所の指定申請等に係る
指定申請等を、添付書類を含め
て指定権者（自治体）にオンライ
ンで提出することが出来ます。

• システムで過去に提出した申請
（届出）の内容確認や処理状況の
確認を行うことが可能です。
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●電子申請・届出システムについて

出典：厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html


●電子申請・届出システムについて

〇オンラインで提出可能な申請（届出）について

 新規指定申請

 更新申請

 変更届

 廃止・休止届

 再開届

〇対象サービス

 地域密着型サービス

 居宅介護支援

 介護予防支援

 第１号事業（訪問型サービス、通所型サービス）
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●電子申請・届出システムについて

〇導入前準備として・・・

電子申請・届出システムを利用するためには、GビズIDの取得が必要です。

GビズIDについては、令和６年度の報酬改定における「介護サービス情報経営情報」制度
において取得が必要となっています。取得されていない事業所については、早めの取得を
してください。

〇GビズID取得について関連リンク・資料

※GビズIDに関するお問合せについては、本市では回答できません。以下リンク先のデジタル庁問合せからお問合せ下さい。

●GビズIDの作成（デジタル庁）

https://gbiz-id.go.jp/top/

●「電子申請届出システムの利用にあたってのGビズIDの運用について」（厚生労働省）

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/pdf/operation_gbizID_1_10.pdf
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●電子申請・届出システムについて

〇電子申請・届出システムを使用し申請等をされる場合の注意

現在各申請等を電子申請・届出システムで御提出いただく際に、省略可能な資料及び不要
な資料についても必須書類が不足していると注意メッセージが表示されます。 現在マスタ
の変更中ですので、令和７年６月までに電子申請・届出システムから届出をされる場合は、
お手数ですが、必須書類でない書類については白紙等のファイルを添付ください。
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ケアプランデータ連携システムについて

資料7
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●ケアプランデータ連携システムについて

〇介護情報基盤の活用を見据えた「ケアプランデータ連携システム」の利用促進について（令和7年２月6日厚生労働省老健局長老発

0206第1号通知）（抜粋）

～～このような状況の中では、限りある資源を有効に活用しながら、質の高い効率的な介護サービス提供体制を確保する必要があり、
介護事業所や自治体におけるICT等を活用した業務の効率化が喫緊の課題となっている。

こういった状況を踏まえ、令和5年５月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律」（令和5年法律第31号）により、介護情報基盤※の構築が進められており、社会保障審議会介護保険部会におい
ても、昨年より議論が行われているところ、利用者本人、市町村、介護事業所、医療機関といった関係者が利用者に関する情報を共有、
活用できる介護情報基盤を整備することにより、これまで紙を使ってアナログにやりとりしていた情報を電子で共有できるようになり、
業務の効率化（職員の負担軽減、情報共有の迅速化）を実現できる。

さらに、今後、介護情報基盤に蓄積された情報を活用することにより、事業所間及び多職種間の情報の連携の強化、本人の状態にあっ
た適切なケアの提供など、介護サービスの質の向上につながることも期待される。

共有される介護情報にはケアプラン情報も含まれており、介護情報基盤におけるケアプラン情報の活用のために、令和５年度より公
益社団法人国民健康保険中央会にて運用している「ケアプランデータ連携システム」の利用促進が不可欠である。

※介護情報基盤…介護事業所やケアマネジャー、医療機関、利用者、市町村などの間で介護情報を共有できる仕組み。要介護認定情報、

請求・給付情報、ケアプラン情報等を共有できるようになることが想定されている。
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●ケアプランデータ連携システムについて

〇ケアプランデータ連携システムとは

「ケアプランデータ連携システム」とは、
居宅介護支援事業所と介護サービス
事業所との間で毎月やり取りされるケ
アプランの情報をデータ連携するシス
テムです。これまで、手書き・印刷し、
FAXや郵送でやり取りしていたサービ
ス提供票や居宅介護サービス計画書等
を、システム上でデータの送受信がで
きるようになり、業務負担軽減や経費
削減が期待できます。

〇実施主体

公益財団法人国民健康保険中央会
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出典：公益社団法人国民健康保険中央会「ケアプランデータ連携システムについて～システムの全体
概要と機能～」2024.5.21



●ケアプランデータ連携システムについて

〇費用

ケアプランデータ連携システムについては、1事業所毎にライセンス料として年間21,000円
（税込み）の費用が掛かります。

〇ケアプランデータ連携システムフリーパスキャンペーン

国民健康保険中央会が実施する、ケアプランデータ連携システム全ての機能を1年間無料で
利用できる期間限定のキャンペーンです。「導入コストが気になる」「周りの事業所を誘いたい
けれど、きっかけがない」といった声に応え、実施されます。

・申請期間 ： 令和7年6月1日から令和8年5月31日（予定）まで

・対象事業所 ： 全ての介護事業所

・内容 ： 期間内に新規申請・再申請・更新申請した場合は1年間ライセンス料が無料

※厚生労働省、介護保険最新情報Vol.1361「ケアプランデータ連携システムフリーパスキャンペーンについて」令和7年3月6日参照
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●ケアプランデータ連携システムについて

〇公益社団法人国民健康保険中央会

https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/

〇ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト

https://www.careplan-renkei-support.jp/index.html

〇ケアプランデータ連携システムの利用事業所の確認（WAMNET）

https://www.wam.go.jp/wamappl/kpdrsys.nsf/top
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介 護 保 険 最 新 情 報

Vol.１３６１

令和７年３月６日

厚生労働省老健局高齢者支援課

貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう

よろしくお願いいたします。

各都道府県介護保険担当課（室）
各市町村介護保険担当課（室）
各介護保険関係団体 御 中

← 厚生労働省 高齢者支援課

今回の内容

ケアプランデータ連携システム

フリーパスキャンペーンについて

計 7 枚（本紙を除く）

連絡先 T E L : 03-5253-1111（内線 3876）

FA X : 03-3595-3670



事 務 連 絡 
令和７年３月３日 

各 都道府県介護保険主管課（室） 
各 市区町村介護保険担当課（室）  御中 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高齢 者 支 援 課 
介護業務効率化・生産性向上推進室 

 
ケアプランデータ連携システム フリーパスキャンペーンについて 

 
今後、介護サービスの需要が増大・多様化することが見込まれる一方、介護を含む各分

野における人材不足が更に大きな課題となることが見込まれている。限りある資源を有効
に活用しながら、質の高い効率的な介護サービス提供体制を確保する必要がある。 

こういった状況を踏まえ、令和５年度改正介護保険法に基づき、利用者本人、市町村、
介護事業所、医療機関といった関係者が利用者に関する情報を共有、活用するために構築
している介護情報基盤において共有されるケアプラン情報について、その活用にはケアプ
ランデータ連携システムの利用促進が欠かせないため、先般、「介護情報基盤の活用を見
据えた「ケアプランデータ連携システム」の利用促進について」（令和７年２月６日老発
0206 第１号厚生労働省老健局⻑通知）により、同システムの利用促進の要請をしたところ
である。 

その際、令和７年度についてはフリーパス（無料利用期間）を１年間としていたところ
であるが、今般、同システムの運用主体である公益社団法人国⺠健康保険中央会から、別
添のとおり情報提供があったところであり、ケアプランデータ連携システムの活用促進モ
デル地域づくり事業における活用等、同システムの普及促進策への積極的な活用をお願い
するとともに、管内介護サービス事業所及び事業者団体等の関係者への周知をお願いす
る。 
 

記 
 
１ フリーパス（ライセンス料無料期間）の開始時期 

令和７年６月１日から１年間をフリーパスキャンペーン期間とし、期間内に新規申請・
再申請・更新申請した場合は１年間ライセンス料が無料となる。（別添参照） 

 
２ 説明会の開催及び特設サイトの開設 

令和７年３月 14 日 13:30〜 オンラインで説明会を開催し、特設サイトを開設する
予定である。(別添参照) 

  



ケアプランデータ連携システムについて詳しく知りたい方は、 
ヘルプデスクサポートサイトを、是非ご活用ください。 

 
システムの特徴、導⼊事業所の声、導⼊のスタートガイド、操作体験チュートリアル等 

事業所のお悩みや不安を解消する情報を揃えております。 
フリーパスキャンペーンの情報を届けるメールマガジンもここからお申し込みいただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お知らせ】 最新情報やお役⽴ち情報は、X(旧 Twitter)でも発信しています。 

 
 
 
 
 

記 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

以上 

@cp_renkei 

※ケアプランデータ連携システムの操作や導入に関するお問い合わせ
は、以下の連絡先までお願いいたします。 

ケアプランデータ連携システム ヘルプデスク 
TEL：0120-584-708 

受付時間 9:00〜17:00（⼟日祝日は除く） 
お問い合わせフォーム： 
https://www.careplan-renkei-support.jp/contact/index.html 

https://www.careplan-renkei-support.jp/ 

アカウント︓https://x.com/cp̲renkei 

https://www.careplan-renkei-support.jp/contact/index.html
https://www.careplan-renkei-support.jp/


ケアプランデータ連携システム ヘルプデスクサポートサイト
TEL 0120-584-708 受付時間 9:00〜17:00（⼟⽇祝⽇除く）

サポートサイト内にて、メッセージフォームからも受け付けています。

ーーーーーーーーーーーーー フリーパスキャンペーンに係るご質問・お問合せ先 ーーーーーーーーーーーーー

詳しくは、サポートサイト内 特設ページよりご覧ください
※特設ページは、3⽉14⽇(⾦)より公開

https://www.careplan-renkei-support.jp ケアプラン ヘルプデスク 検 索

フリーパスキャンペーンとは、ケアプランデータ連携システムすべての機能を1年間無料で
ご利用できる期間限定のキャンペーンです。「導⼊コストが気になる」「周りの事業所を
誘いたいけれど、きっかけがない」。そのようなお声にお応えし、業務改善の第⼀歩を、
負担ゼロで気軽に始められるキャンペーンとなっています。

2025年6⽉1⽇〜2026年5⽉31⽇（予定）
無料でご利⽤いただける期間は、申請いただいた⽇から1年間です。

キャンペーン申請期間

0円/年

ライセンス料

21,000円/年
通常

対象となる事業所
すべての介護事業所が対象です

初めて利用する方◎ 現在利用中の方◎ ⼀度ご利用をやめた方◎

2025年6⽉1⽇ 2026年5⽉31⽇

初めて利用する方

現在利用中の方

更新時
フリーパス適用

新規申込

キャンペーン期間
2027年5⽉31⽇

21,000円/年 21,000円/年0円/年

0円/年 21,000円/年

2025年4⽉〜5⽉に“ケアプー”のお申し込みされた方・更新をされた方も、
2026年4⽉〜5⽉の更新時にフリーパス適用可能です︕

更新時

更新時

https://www.careplan-renkei-support.jp


⽇時︓ 2025年3月14⽇(⾦) 13:30〜15:00
開催方法︓ YouTubeライブ（事前申込不要）

対象︓ 全ての介護事業所・介護関連団体
地方公共団体・国⺠健康保険団体連合会

協⼒︓主催︓

1
介護現場の生産性向上とケアプランデータ連携システム
〜ケアプランデータ連携システムの更なる活用に向けた施策〜

厚生労働省 ⽼健局⾼齢者支援課
介護業務効率化・生産性向上推進室 室⻑補佐 秋⼭ 仁⽒

2
ケアプランデータ連携システムの新機能紹介と

フリーパスキャンペーンについて
公益社団法人国⺠健康保険中央会 泉 明男⽒

3
利用者の⽴場から考えるケアプランデータ連携システムへの期待

株式会社トライドマネジメント 代表 ⻑⾕川 徹⽒
株式会社TRAPE 代表取締役 鎌田 ⼤啓⽒

フリーパスキャンペーン
オンライン説明会

参加費無料 事前登録不要 だれでも参加OK

プログラム

視聴方法
以下のURLにアクセスいただき、ご視聴ください。
視聴に際して、申込・登録は不要です。

※※ 当⽇の内容は後⽇アーカイブ動画にて視聴可能です
※  ケアプーYouTube公式チャンネルからLiveアクセスすることも可能です。

https://www.youtube.com/live/Wkd5kOriXj8

https://www.youtube.com/live/Wkd5kOriXj8


老 発 ０ ２ ０ ６ 第 １ 号

令 和 ７ 年 ２ 月 ６ 日

都道府県知事
各 殿

市区町村長

厚生労働省老健局長

（ 公 印 省 略 ）

介護情報基盤の活用を見据えた

「ケアプランデータ連携システム」の利用促進について

今後、2025 年より更に先の状況を見通すと、2040 年頃に向けて、団塊ジュニア世

代が 65 歳以上となり高齢者人口がピークを迎え、要介護認定率が高く医療・介護の

複合ニーズを有する方が多い 85 歳以上人口が増加するなど、介護サービスの需要が

増大・多様化することが見込まれる。

また、2040 年頃に向けては、既に減少に転じている生産年齢人口が急減に転じ、介

護を含む各分野における人材不足が更に大きな課題となることが見込まれる。

このような状況の中では、限りある資源を有効に活用しながら、質の高い効率的な

介護サービス提供体制を確保する必要があり、介護事業所や自治体における ICT 等を

活用した業務の効率化が喫緊の課題となっている。

こういった状況を踏まえ、令和５年５月 19 日に公布された「全世代対応型の持続

可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」（令和５

年法律第 31 号）により、介護情報基盤の構築が進められており、社会保障審議会介

護保険部会においても昨年より議論が行われているところ。利用者本人、市町村、介

護事業所、医療機関といった関係者が利用者に関する情報を共有、活用できる介護情

報基盤を整備することにより、これまで紙を使ってアナログにやりとりしていた情報

を電子で共有できるようになり、業務の効率化（職員の負担軽減、情報共有の迅速化）

を実現できる。

さらに、今後、介護情報基盤に蓄積された情報を活用することにより、事業所間及

び多職種間の連携の強化、本人の状態に合った適切なケアの提供など、介護サービス

の質の向上に繋がることも期待される。

共有される介護情報にはケアプラン情報も含まれており、介護情報基盤におけるケ

アプラン情報の活用のために、令和５年度より公益社団法人国民健康保険中央会にて



運用している「ケアプランデータ連携システム」の利用促進が不可欠であることから、

令和６年度補正予算を活用した以下の利用促進施策を講じているので、ご了知の上、

貴管内の関係団体及び関係機関にその周知をお願いしたい。

記

１ ケアプランデータ連携システム構築事業における普及促進策

本事業においてはトライアル機能の実装等の機能改修を実施する。トライアル機

能については、基本的に数ヶ月のフリーパス（無料の期間）を想定しており、令和

７年度については１年間を予定している。詳細は３月に公益社団法人国民健康保険

中央会より公表される予定である。

２ 令和６年度補正予算 介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策「介護テ

クノロジー導入・協働化等支援事業」における普及促進策

（１）介護テクノロジー定着支援事業

居宅介護支援事業所及び居宅サービス事業所が補助を受ける場合、以下の要件と

する予定であるので、ご理解の上、積極的な活用をお願いする。

①事業所の要件

令和７年度中にケアプランデータ連携システムの利用を開始すること。

②介護ソフトの要件

最新版の「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じた CSV ファイルの出力・

取込機能を有しており、ケアプランデータ連携システムの活用促進のためのサ

ポート体制が整っていること。

（２）ケアプランデータ連携システムの活用促進モデル地域づくり事業

本事業は、自治体が主導して事業所グループを構築し、面的な利用促進を図る

ものである。事業所への支援として、必要な機器・介護ソフトの購入費用、研修

や業務コンサルの費用に加え、介護事業所が連携先事業所を探索し事業所グルー

プ構築に繋げるために必要な経費を補助することにしている。自治体への支援と

して、デモ環境を構築するのに必要な機材・ソフトウェアを購入する経費を補助

対象に加える他、令和５年度と比べ、モデル数の上限数をなくし、１県あたりの

上限金額の拡充を行う予定である。

令和５年度補正予算（令和６年度に繰越）における同事業の実施都道府県は 16

県であり、令和６年度補正予算における本事業についてはより多くの都道府県に

検討いただいている。ついては、本事業の趣旨をご理解いただくとともに、都道

府県におかれては管内市区町村の意向を十分確認の上、積極的な実施をお願いす

る。

以上



令和６年度補正予算を活用したケアプランデータ連携システム利用促進

○介護テクノロジー定着支援事業
⚫ 介護ソフトの要件

① 「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイルの出⼒・取込機能を有していること
② 「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整っていること

⚫ 補助事業所の要件
① 令和７年度中にケアプランデータ連携システムの利用を開始
② ５事業所とデータ連携を実施する場合は基準額に５万円加算

○ケアプランデータ連携活用促進モデル地域づくり事業
⚫ 事業所への支援

① 積極的にグループ作りをした謝⾦、タイムスタディ等への協⼒謝⾦
② 介護事業所が連携先事業所を探索し事業所グループ構築に繋げるために必要な経費
③ 必要な介護ソフト、研修、業務改善コンサル等

⚫ 自治体への支援
① デモ環境を構築するための経費

○ケアプランデータ連携システム構築事業
⚫ トライアル機能を実装（数ヶ月以上のフリーパス）

• CSV出⼒・取込の資料・動画作成・公開
•ユーザーへの積極的普及促進
•販売代理店への利用促進指⽰
•システム連携APIの実装 等

ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイトも自治体支援可能
（例︓広報やプロモーションのお⼿伝い、資材の提供等）

※令和７年度のフリーパスは１年間の予定。
※開始時期等の詳細は令和７年３月に国保中央会より公表

参考



介護相談員について

資料8
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介護相談員について

●介護相談員とは︖
〇市に登録された介護相談員等が、申し出
のあった介護サービスの提供の場を訪問し、利
⽤者の疑問や不満、不安の解消を図るととも
に、派遣を受けた事業所における介護サービ
スの質の向上を図ることを⽬的とし活動をしま
す。また、事業所等との連携を図り、問題提
起、提案解決に努めます。

〇介護サービス相談員の養成研修を修了し
た介護相談員が訪問を⾏います。
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介護相談員について

●主な活動内容
〇利⽤者からの不満や不安にじっくり⽿を傾け相談に応じます。
〇相談内容に応じてサービス提供事業所や関係機関との橋渡しをします。
〇サービスの現状把握やサービス提供事業所と意⾒交換を通じて、サービス提供事業所にサー
ビスの改善などの提案を⾏います。
〇相談員は、事業者の評価はしません。守秘義務がありプライバシーの保護には⼗分配慮しま
す。
〇上記の活動を⾏い、サービス提供等に関して気づいたことや提案等がある場合には、事業所
等の管理者等にその旨を伝えます。
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介護相談員について

●活動の詳細について
〇訪問頻度
選定した事業所に対し概ね⽉に１回程度の頻度で訪問します。

〇訪問時間
１時間半〜２時間程度です。

〇相談員数
１事業所につき、１〜２名の相談員が担当します。

※相談員訪問時のお願い
訪問の終了時に介護相談員との連絡ノートの確認を必ずお願いします。
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介護相談員について
●介護相談員の位置づけ

〇厚生労働省が定めている基準に
もあるように、介護サービス提供事
業者は市町村が実施する本事業に
協⼒するよう努める義務（努⼒義
務）を規定しています。

〇今後、各事業所の皆様には原則
として相談員の受け⼊れをお願いし
ます。

【指定介護⽼人福祉施設の人員、設備及び運
営に関する基準（平成11年厚生省第39号）
第34条第２項】 より

添付画像
東近江市ホームページ掲載
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事務連絡等

資料9
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●体制届の提出について

〇体制届の提出期限について

令和6年度東近江市集団指導資料（居宅）【資料9】 2

サービス種別
※現在本市において指定があるもののみ記載

提出期限 提出スケジュールの例

・地域密着型通所介護

・（介護予防）認知症対応型通所介護

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護

・居宅介護支援

・介護予防支援

・第１号事業

加算などの算定を開始する月の前月
15日まで

算定開始日が６月１日の場合、
提出期限は５月15日

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

加算などの算定を開始する月の初日
まで

算定開始日が６月１日の場合、
提出期限は６月１日



●体制届の提出について
〇令和7年４月１日以降の提出について

●「業務継続計画（BCP）未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

令和６年度介護報酬改定に伴い、令和７年４月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画
（BCP）未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。

下記事業所については、適切に措置を講じていただいた上で、介護給付費算定に係る届出書の提出が必要となります。

提出期限までにそれぞれの加算区分で「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされますので御注意ください。
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加算種類 R7年度から減算適用対象事業所
※現在本市において指定があるもののみ記載 届出提出要事業所 提出期限

業務継続計画
（BCP）未策定減算

・居宅介護支援
・介護予防支援
・第１号訪問介護

・第１号訪問介護
※届出不要の事業所においても、適切な措置
を講じていなければ減算対象となります。

令和７年４月15
日（火）

身体拘束未実施減算

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
（短期利用型）
・（介護予防）認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
・（介護予防）小規模多機能型居宅介護
（短期利用型）
・（介護予防）認知症対応型共同生活介護
（短期利用型）



●体制届の提出について
●「介護職員処遇改善加算」に係る届出について

令和７年度に処遇改善に係る加算を取得される場合は、厚生労働省通知に基づき、計画書等を提出いただくよう
お願いします。

なお、令和6年度に処遇改善加算Ⅴ（1）～Ⅴ（14）を取得されている事業所は、令和７年度は加算が廃止されるた
め、新たな届出がない場合は加算算定「なし」とみなされます。要件の見直しを踏まえ、新しい要件等に即して届出
を行っていただくよう御留意ください。
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提出書類

・処遇改善加算計画書

（算定内容に変更がある場合）

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況等一覧表

計画書提出期限

（令和７年４月及び５月に算定する場合）

令和７年４月15日（火）

（令和７年６月以降に算定する場合）

当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで
例）令和７年６月から算定する場合は令和７年４月末まで



●介護保険サービス事業所の運営、給付等に関する問合せについて

• 従来電話でのお問合せ等を頂戴しておりましたが、質問をデータとして残すこと、時間帯を
気にせずお問合せをいただけることを目的に、現在、グラファーというオンラインサービスか
ら事業所の運営、給付等に関するお問合せをしていただいおります。

• 事業所において判断に迷われる事象については多数発生することと思いますが、お問合せ
の内容が基準・解釈通知等お調べいただければわかるもの等も多々あります。

• 判断に迷われる事象が発生した場合は、まずは基準・解釈等の確認を行い、事業所内で検討
し、事業所としての見解を持たれた上で、本市にお問合せいただくようお願いします。

• たくさんのお問合せをいただいておりますが、順番に回答を行っておりますのでどうしても
お日数をいただくことになること御了承願います。（おおよそ２週間を目途に回答は致します
が、質問内容によってはそれ以上のお時間を頂戴します）

• また、県指定の介護保険サービス（地域密着型、居宅介護支援、介護予防支援、第１号事業以
外のサービス）については、当該サービスの運営・報酬基準等もありますので、県へお問合わ
せいただくようお願いいたします。
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●介護保険サービス事業所の運営、給付等に関する問合せについて

〇お問合せ例

・届出に関すること

・報酬の算定要件に関すること

・人員基準に関すること

・設備基準にすること

・運営基準に関すること 等々

令和6年度東近江市集団指導資料（居宅）【資料9】 6

〇お問合せフォーム

https://ttzk.graffer.jp/city-higashiomi/smart-
apply/surveys-alias/toiawaseR6

〇QRコード

https://ttzk.graffer.jp/city-higashiomi/smart-


●集団指導報告について

〇報告方法

グラファーによるオンラインでの報告

〇報告期限

令和７年3月31日（火）

〇注意点

今回の指導内容については、必ず事業
所内で情報共有・周知を行った上で報
告してください。
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〇報告フォーム

https://ttzk.graffer.jp/city-
higashiomi/smart-apply/surveys-
alias/shuudansidouR6

〇QRコード

https://ttzk.graffer.jp/city-


審査会日がＬＩＮＥ等で確認できるようになります！！

（※サービススタート時に市ホームページでお知らせします。）

①右ＱＲコードをＬＩＮＥから読み取る、又は下記URLから
確認する

https://p5.govtech-
express.com/webui/1655744216?survey=a0OJ3000006FAus

②照会対象者の被保険者番号を入力
※「0」から始まる場合は「0」を省略

例：0000012345⇒12345

③対象者の生年月日を入力
※年月日の間に「-」ハイフンが必要

例：1955年1月1日⇒1955-01-01
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